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公　　示
　本競技会は、日本自動車連盟（ＪＡＦ）公認のもとに国際自動車連盟（ＦＩＡ）の国際モータ
ースポーツ競技規則及びその付則、並びにそれに準拠したＪＡＦ国内競技規則及びその
付則、２００９年日本ジムカーナ／ダートトライアル選手権規定、２００９年ＪＭＲＣ北海道ダ
ートトライアルシリーズ統一規則、及び本競技会特別規則書に従って開催される。

第１条　　競技会名称
　　　　　２００９年ＪＡＦ北海道ダートトライアル選手権第７戦
　　　　　２００９年ＪＭＲＣ北海道ダートトライアルチャンピオンシリーズ第９戦
　　　　　２００９年ＪＭＲＣ北海道ダートトライアルジュニアシリーズ第９戦
　　　　　２００９年ＪＭＲＣオールスター選抜
　　　　　ＥＺＯ ＤＩＲＴ ２００９
第２条　　競技会種目
　　　　　ダートトライアル
第３条　　格　式
　　　　　ＪＡＦ公認準国内競技（クローズド併設）
第４条　　開催日
　　　　　２００９年８月３０日（日曜日）
第５条　　開催場所
　　　　　新千歳モーターランド・ダートトライアルコース
第６条　　オーガナイザー
　　　　　モータースポーツクラブ エゾ（ＥＺＯ）
第７条　　大会役員
　　　　　組織委員長　　  藤原　篤志
　　　　　組織委員　　　　 前鼻　一洋
第８条　　大会審査委員会
　　　　　審査委員長　　  永井　真　 　（ＴＨＩＢＡUＬＴ）
　　　　　審査委員　　　 　石丸　和久　（ＭＳＣ　ＫＩＴＥ）
第９条　　大会競技会役員
　　　　　競技長　　　　　　伊藤　正幸
　　　　　コース委員長　　五十嵐　康文
　　　　　計時委員長　　　篠田　江里
　　　　　技術委員長　　　福田　安則
　　　　　救急委員長　　　前鼻　一洋
　　　　　事務局長　　　　 前鼻　一洋
 第１０条　　公式通知
　　　　　本規則に記載されていない競技運営に関する実施細目及び指示事項は
　　　　　「公式通知」によって示される。
第１１条　　競技クラス区分
　　　　　ＪＭＲＣチャンピオンシリーズ
　　　　　１．スピードＮ車両部門
　　　　　　　Ｎ１クラス　：　２輪駆動のＮ車両
　　　　　　　Ｎ２クラス　：　気筒容積1,600cc以下の４輪駆動のＮ車両
　　　　　　　Ｎ３クラス　：　気筒容積1,600ccを超える４輪駆動のＮ車両
　　　　　２．スピードＳＡ車両部門
　　　　　　　ＳＡ１クラス　：　２輪駆動のＳＡ車両
　　　　　　　ＳＡ２クラス　：　４輪駆動のＳＡ車両
　　　　　３．スピードＳＣ車両部門
　　　　　　　ＳＣ１クラス　：　２輪駆動のＳＣ車両
　　　　　　　ＳＣ２クラス　：　1,600cc以下の４輪駆動のＳＣ車両
　　　　　　　ＳＣ３クラス　：　1,600ccを超える４輪駆動のＳＣ車両
　　　　　４．スピードＤ車両部門
　　　　　　　クラス区分無し
　　　　　５．レディス部門
　　　　　　　Ｌ１クラス　：　2,500cc以下のＮ･Ｂ・ＳＡ車両
　　　　　　　Ｌ２クラス　：　2,500ccを超えるＮ･Ｂ・ＳＡ車両
　　　　　ＪＭＲＣジュニアシリーズ
　　　　　  　Ｊ１クラス　　 ：　気筒容積1600cc以下の４輪駆動のＮ.Ｂ.ＳＡ車両
　　　　　  　Ｊ２クラス　 　：　気筒容積1600cc以下の２輪駆動のＮ.Ｂ.ＳＡ車両
　　　　　　  Ｊ３クラス　 　：　気筒容積1600ccを超える２輪駆動のＮ.Ｂ.ＳＡ車両
　　　　　　  Ｊ４クラス　 　：　気筒容積1600ccを超える４輪駆動のＮ.Ｂ.ＳＡ車両
　　　　　　  ＳＣ･Ｄクラス ：　気筒容積区分無し　　　
　　　　　クローズド部門　　
　　　　　  　クラス区分なし（ＳＡ・ＳＣ・Ｎ・Ｂ・Ｄ車両）

第１２条　　参加車両
　　　　　当競技会に参加が認められる車両は、２００９年ＪＡＦ国内競技車両規則第３編、　
　　　　　スピード車両規定のスピードＮ車両・スピードＢ車両・スピードＳＡ車両・スピード　　
　　　　　ＳＣ車両・スピードＤ車両、とする。　
第１３条　　参加者人数制限
　　　　　１８０名までとする。
第１４条　　参加料（１名に付き）�
　　　　　　１．チャンピオンシリーズクラス　　１４，０００円　（１８，０００円）
　　　　　　２．ジュニアシリーズクラス           １３，０００円　（１７，０００円）
　　　　　　３．レディースクラス　　　　　　　　  １３，０００円　（１７，０００円）
　　　　　　４．クローズドクラス　　　　　　　　　　７，０００円　（　８，０００円）
　　　　（１）ＪＭＲＣ北海道に加盟するクラブ・団体の構成員（競技運転者許可証に押印　　　
　　　　　　 されたクラブ登録印により確認）の参加料は、非構成員の参加料より1名に　　　
　　　　　　 つき3,000円を割り引いた金額（クローズドを除く）とする。
　　　　（２）ＪＭＲＣ北海道互助会会員（加入証等により確認）の参加料は、非会員の　　　　
　　　　　　 参加料より1名につき1,000円を割り引いた金額とする。
　　　　（３）上記以外又は当日確認が出来なかった場合は（カッコ）内の金額とする。
第１５条　　参加受付期間
　　　　　大会開催日の１４日前より８日前まで
第１６条　　参加申込先
　　　　　参加を希望する場合は、所定の参加申込書にクラス区分、必要事項を正確に記入
　　　　　し、署名捺印のうえ、期日までに規定の参加料を添えて申込むこと。
　　　　　《振込みの場合》
　　　　　　　北海道銀行本店　普通口座　　口座番号１０３７６８０
　　　　　　　口座名義人　モータースポーツクラブ・エゾ　（代表　前鼻　一洋）
　　　　　　※尚、振込みの場合は振込み控えの写しを添付書類に同封し下記宛に郵送のこと。　
　　　　　《郵送の場合》
　　　　　〒０６３‐８７９９　札幌市西区山の手　　札幌西郵便局留
　　　　　　　ＥＺＯ ＤＩＲＴ ２００９ 大会事務局
　　　　　　　ＴＥＬ　０９０‐２８１７‐４１７７ （前鼻）〔２０時～２３時〕　　ＦＡＸ　０１１‐６６３‐９３４８
          （１）この申込がファックスで送付される場合、その原本はエントリーの締切日から遅くと　
　　　　　　　も ３日以内にオーガナイザーに到着しなければならない。
　　　　（２）オーガナイザーは、理由を明示することなく、参加を拒否する権限を有する。
　　　　（３）参加受付期間は、オーガナイザーの都合で変更することがある。
　　　　（４）正式参加受理後の参加料の返還はしない。
　　　　（５）参加申込みの確認は、受理票の発送をもって代える。（大会２日前迄に郵送され
　　　　　　 ない場合は必ず大会事務局に連絡のこと）
第１７条　　タイムスケジュール
　　　　　参加確認　　　　　　ＡＭ ０８：００～ＡＭ ０８：３０
　　　　　公式車検　　　　　　ＡＭ ０８：００～ＡＭ ０８：４５
　　　　　慣熟歩行　　　　　　ＡＭ ０８：４５～ＡＭ ０９：４５
　　　　　ブリーフィング　　   ＡＭ ０９：５０～
　　　　　競技開始　　　　　　ＡＭ １０：１０～
第１８条　　賞　典
　　　　　各クラス　 １～３位　　表彰状、ＪＡＦメダル、副賞
　　　　　　　　　　　　４位以下　 表彰状、副賞
　　　　　　　　　　　　（但し、参加台数の３０％以内で最大６位迄とする）
第１９条　　ゼッケン番号
　　　　　オーガナイザーにて決定し、これに対する抗議は一切受付けない。
第２０条　　スタート順
　　　　　スタートは原則として、各クラス毎、ゼッケン順とする。
第２１条　　付　則
　　　　　１．本規則及び競技に関する諸規則（特別規則書、公式通知を含む）の解釈に
　　　　　　　疑義が生じた場合は、競技会審査委員会の決定を最終とする。
　　　　　２．本規則書に記載されていない事項については、ＪＡＦ国内競技規則とその付則
　　　　　　　及び２００９年日本ジムカーナ／ダートトライアル選手権規定、２００９年ＪＭＲＣ　
　　　　　　　北海道ダートトライアルシリーズ統一規則に準ずる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＥＺＯ ＤＩＲＴ ２００９　大会組織委員会

２００9年ＪＡＦ北海道ダートトライアル選手権第7戦
２００9年ＪＭＲＣ北海道ダートトライアルチャンピオンシリーズ第9戦
２００9年ＪＭＲＣ北海道ダートトライアルジュニアシリーズ第9戦
２００9年ＪＭＲＣオールスター選抜

特　別　規　則　書

day :          ２００９・８・３０　ＳＵＮ
organizer :  モータースポーツクラブ エゾ
place :        新千歳モーターランド・
　　　　　　　　ダートトライアルコース


